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銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
及
び
警
備

業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
一
条

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和

三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
財
団
法
人
日
本
体
育
協
会
」
の

下
に「（
昭
和
二
年
八
月
八
日
に
財
団
法
人
大
日
本
体
育

協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
第
十

一
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え

る
。

（
警
備
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

警
備
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理
府

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
二
号
イ
中
「
又
は
寄
附
行
為
」
を
削

る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に

関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
す
べ
て
の
指
定
入

院
医
療
機
関
に
お
い
て
病
床
（
病
院
の
一
部
に
つ
い
て

法
第
十
六
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
指
定
入
院

医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
に
係
る
病
床
）
に

余
裕
が
な
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
入
院
対

象
者
で
あ
っ
て
、
当
該
入
院
対
象
者
が
入
院
し
て
い
る

指
定
入
院
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
精
神
保
健
指
定
医
に

よ
る
診
察
の
結
果
、
当
該
者
に
対
す
る
医
療
の
提
供
の

経
過
及
び
そ
の
症
状
に
照
ら
し
、
早
期
に
社
会
復
帰
す

る
こ
と
が
可
能
な
病
状
に
あ
り
、
こ
の
項
に
規
定
す
る

措
置
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
円
滑
な
社
会

復
帰
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
医
療
を
受
け
る
に
当

た
っ
て
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対

し
、
特
定
医
療
施
設
又
は
特
定
病
床
で
、
入
院
に
よ
る

医
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

特
定
医
療
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
院
で

あ
っ
て
、
前
二
項
の
医
療
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

国
又
は
都
道
府
県
が
設
置
す
る
精
神
科
病
院

二

都
道
府
県
又
は
都
道
府
県
及
び
都
道
府
県
以
外

の
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法

人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方

独
立
行
政
法
人
を
い
う
。）が
設
置
す
る
精
神
科
病

院
三

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十

九
条
の
八
に
規
定
す
る
指
定
病
院

四

前
項
に
規
定
す
る
者
の
居
住
地
に
所
在
す
る
指

定
通
院
医
療
機
関
の
指
定
を
受
け
た
病
院
で
あ
っ

て
、
当
該
者
に
対
し
入
院
に
よ
る
精
神
障
害
の
医

療
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
も
の

８

委
託
指
定
入
院
医
療
機
関
等
の
管
理
者
は
、
前
項
の

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
項
又
は
第

二
項
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
医
療
の
提
供
及
び
処
遇

に
関
す
る
事
項
、
委
託
指
定
入
院
医
療
機
関
等
の
策
定

し
た
治
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項
、
第
一
項
又
は

第
二
項
に
規
定
す
る
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
の
委

託
指
定
入
院
医
療
機
関
等
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る

事
項
、
特
定
医
療
施
設
に
お
け
る
医
療
の
提
供
に
係
る

費
用
の
算
定
及
び
支
払
に
関
す
る
事
項
、
契
約
解
除
そ

の
他
当
該
契
約
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

契
約
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
提
供
の

期
間
は
、
当
該
医
療
の
提
供
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
三
月
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
厚

生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
、

居
住
地
に
お
け
る
円
滑
な
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め

に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
通
じ
て
三
月
を
超
え
な

い
範
囲
で
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10

厚
生
労
働
大
臣
は
、
い
ず
れ
か
の
指
定
入
院
医
療
機

関
の
病
床
に
余
裕
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、

第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
に

移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
医
療
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
地
理
的
条
件
、

交
通
事
情
そ
の
他
の
条
件
を
勘
案
し
て
、
特
定
医
療
施

設
又
は
特
定
病
床
を
有
す
る
指
定
入
院
医
療
機
関
（
以

下
「
特
定
医
療
施
設
等
」
と
い
う
。）を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
を

行
お
う
と
す
る
と
き
は
委
託
指
定
入
院
医
療
機
関
の
管

理
者
に
対
し
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
を
行
お
う

と
す
る
と
き
は
同
項
に
規
定
す
る
者
が
入
院
し
て
い
る

指
定
入
院
医
療
機
関
の
管
理
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
前

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
特
定
医
療
施
設
の
名
称
、
所

在
地
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
入
院
に
よ
る
医
療
を
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な

場
合
に
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
、

特
定
医
療
施
設
等
に
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

委
託
指
定
入
院
医
療
機
関
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る

者
が
入
院
し
て
い
る
指
定
入
院
医
療
機
関
（
以
下
「
委

託
指
定
入
院
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。）の
管
理
者
は
、

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
担
当
す
る

と
き
は
、第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、

当
該
委
託
指
定
入
院
医
療
機
関
等
の
医
師
、
看
護
師
そ

の
他
の
職
員
に
よ
る
治
療
計
画
の
策
定
、
定
期
的
な
診

察
又
は
病
状
の
評
価
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
特
定

医
療
施
設
に
お
い
て
当
該
治
療
計
画
に
基
づ
い
た
適
切

な
医
療
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
特
定
医
療
施
設
と
の
間

で
、
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
医

療
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

〇
総
務
省
令
第
八
十
八
号

国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

総
務
大
臣

増
田

寛
也

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
総
理
府
令
第

三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
支
給
日
」
の
下
に「（
一
般
職
給
与

法
第
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
俸
給
を
支
給
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
後

の
支
給
日
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条

第
三
項
中
「
支
給
日
」
の
下
に「（
一
般
職
給
与
法
第
九
条

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
俸
給
を
支
給
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
先
の
支
給

日
）」を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

法
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
寒
冷
地

手
当
は
、
一
般
職
給
与
法
の
俸
給
の
支
給
方
法
に
準
じ

て
支
給
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
三
号

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者

の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
十
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で

重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日厚

生
労
働
大
臣

Å
添

要
一

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ

た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
指
定
医
療
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者

の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療

機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
措
置
）

第
二
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
す
べ
て
の
指

定
入
院
医
療
機
関
に
お
い
て
病
床
（
病
院
の
一
部
に
つ

い
て
法
第
十
六
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
指
定

入
院
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
、そ
の
指
定
に
係
る
病
床
）

に
余
裕
が
な
い
場
合
に
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第

一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け

た
者
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た
指
定
入
院
医
療
機
関

（
以
下
「
委
託
指
定
入
院
医
療
機
関
」
と
い
う
。）に
勤

務
す
る
精
神
保
健
指
定
医
に
よ
る
診
察
の
結
果
、
そ
の

症
状
に
照
ら
し
、
こ
の
項
に
規
定
す
る
措
置
の
実
施
に

よ
り
そ
の
精
神
障
害
の
特
性
に
応
じ
円
滑
な
社
会
復
帰

を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対

し
、
指
定
入
院
医
療
機
関
以
外
の
医
療
施
設（
以
下「
特

定
医
療
施
設
」
と
い
う
。）又
は
病
院
の
一
部
に
つ
い
て

法
第
十
六
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
指
定
入
院

医
療
機
関
の
指
定
に
係
る
病
床
以
外
の
当
該
指
定
入
院

医
療
機
関
の
病
床
（
以
下
「
特
定
病
床
」と
い
う
。）で
、

入
院
に
よ
る
医
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

こ
の
項
に
規
定
す
る
措
置
の
実
施
に
よ
り
、
当
該
特
定

医
療
施
設
に
お
け
る
病
床
又
は
特
定
病
床
に
余
裕
が
な

く
な
り
、
又
は
余
裕
が
な
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合

に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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